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当マニュアルは、福島県トラック協会イメージキャラクター「ふくトラくん」を正しく使用していただくために、 基本的な事項をまとめたものです。
使用するにあたり、当マニュアルを参考にご活用ください。
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使用上の注意
「ふくトラくん」に関する一切の権利は、公益社団法人 福島県トラック協会に帰属します。
デザイン及びデータを無断で複製・二次使用等をすることはできません。個人利用を除
き、必ず事前申請を行い、当協会の承認を受けてください。

［お問合せ］  公益社団法人 福島県トラック協会 （業務部）
〒960-0231  福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋32

TEL.024-558-7755  FAX.024-558-7731
MAIL▶gyoumubu@fukutora.jp
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1. キャラクターコンセプト・プロフィール ふくトラくん  使用マニュアル

プロフィール

名　前

出身地

誕生日

職　業

性　格

特　技

趣　味

夢

好きな食べ物

特　徴
（チャームポイント）

ふくトラくん

福島県

10月9日（トラックの日）

トラックドライバー

やさしい　まじめ　のんびりや
（ただし、仕事の時は俊敏）

安全運転

トラックの点検・整備

みんなの幸せ　永遠の無事故・無違反

いか人参・桃・肉

「商売繁盛」「幸福」を招く左手

背中の柄「ふくトラ」

ハートの込もった荷物を大切に抱えている

動体視力が異常に優れている

コンセプト
ふくトラくんは“招きトラ”。左手で人（お客様や共に働く仲間）を招き、「商売
繁盛」「幸福」をもたらします。右手にはお預かりした大切な荷物。そこには、
お客様の「想いや心」が込められており、トラック輸送は、その「想いや心」を

「運び」➡「届け」➡「つなぐ」ことが重要な使命であることを表現しています。

3



指定を守り、正確に色を再現してください。

※2色印刷の場合

2. キャラクターデザインについて（カラー指定） ふくトラくん  使用マニュアル

DIC 332

DIC 334

DIC 569

DIC 2526

DICカラーの場合

C：50  M：70  Y： 80  K：70

C：25  M：40  Y： 65  K：

C：   M：15  Y：100  K：

C：   M：80  Y：100  K：

C

D

A

B
ライン・トラ柄

ダンボール

ボディカラー

ハート・帽子・首のタオル

CMYKの場合

R： 246 G： 215 B：

R： 207 G： 82 B： 4

R： 59 G： 46 B： 29

R： 168 G： 162 B： 108

RGBの場合

Bの濃度60％

ー ー ー

ー ー

ー

印刷の制限により規定色が使用できない場合は、上記の限りではありません。ただし、大きくイメージを損な
わないようにご配慮ください。判断に迷う場合は福島県トラック協会までお問い合わせください。
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指定を守り、正確に色を再現してください。

2. キャラクターデザインについて（モノクロ指定） ふくトラくん  使用マニュアル

K： 20

K： 60

K： 100

K： 30

モノクロの場合

C

D

A

B
ライン・トラ柄

ダンボール

ボディカラー

ハート・帽子・首のタオル

K30％
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最小使用サイズ

15ミリ

天地15mmを最小使用サイズ
とします。これ以下で使用する
場合はお問い合わせください。

15ミリ

基本（カラー）

基本（モノクロ）

2. キャラクターデザインについて（基本姿勢） ふくトラくん  使用マニュアル
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［表情］ ［ポーズ］

2. キャラクターデザインについて（バリエーション） ふくトラくん  使用マニュアル

ションボリ

ドキッ！

ハズカシィ～ウレシ～

キリッ！ ビミョー
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ロゴや商品名
デザイン
パーツ

キャラクターのオリジナルの印象を大きく損なうような表現は禁止です。
判断に迷う場合は福島県トラック協会までお問い合わせください。

色の変更 変形

特定の商品・企業を推奨する 半分以上が隠れる

左右反転などの
要素の位置変更

前面に柄を置く

比率を変える

キャラクターと背景の
境目がわからない

白の縁取りなど
境目がわかればOK

3. 使用禁止例 ふくトラくん  使用マニュアル

線の太さを変える
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使用申請書
提出 受　付 審　査 利用許諾 使用開始

使用品等の見本･企画書

4. 使用申請について（必要書類） ふくトラくん  使用マニュアル

「ふくトラくん」を使用する際には、規定に基づき、事前に福島県トラック協会に使用
申請書を提出し、許可を得ることが必要です。

使用品等の見本･企画書の提出については、商品（見本）の現物か、その写真･イラス
ト、または商品の企画書など、「ふくトラくん」をどのように利用するか具体的にわか
るものが必要です。
完成した製品及び商品は、現物を郵送又は持参してください。ホームページの場合
は、印刷したものの提出とURLをお知らせください。

受付後の審査には時間がかかります。余裕を持って早めに提出してください。

※使用申請書はホームページからダウンロードできます。

使用申請書（右記参照）
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4. 使用申請について（使用きできない場合と留意事項） ふくトラくん  使用マニュアル

次の場合使用を許諾できません。
 1. 福島県トラック協会の趣旨に反するおそれがある場合。
 2. 福島県トラック協会キャラクターのイメージを損なうおそれがある場合。
 3. 特定の政治、思想、宗教活動に利用されるおそれがある場合。
 4. 法令や公序良俗に反するおそれがある場合。
 5. 不当な利益を得るために利用されるおそれがある場合。
 6. 福島県トラック協会会長がキャラクターの使用について不適当と認めた場合。

［お問合せ］

公益社団法人 福島県トラック協会 
（業務部）

〒960-0231  福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋32
TEL.024-558-7755  FAX.024-558-7731

MAIL▶gyoumubu@fukutora.jp

使用に起因し問題が生じた場合は、使用者が速やかに対処し責任を負うもの
とし、福島県トラック協会は一切の責任を負いません。
使用にあたっては、製造物責任の所在を明らかする表示をはじめ、関係法令を
遵守し、消費者等に誤認や誤解を与えないようにしてください。
使用許諾は、福島県トラック協会が著作権を有するイラスト・写真を使用する
ことを許可するものであり、使用許諾を受けた者に著作権が発生するもので
はありません。
 商標登録、意匠登録等の出願ならびに著作物に関する自己の権利の新たな
設定および登録を行わないでください。

使用にあたっての留意事項
 １. 
  
 ２. 
  
 ３. 
  

 ４. 
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